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第１章 事業の目的         

この要領は、郡山市が、郡山市中小企業等脱炭素経営促進事業業務を委託するに当たり、公

募型プロポーザル方式により、事業者の有する企画力、技術力、実績等を総合的に評価し、最

も適格と判断される事業者を選定するために、必要な事項を定める。 

      

第２章 業務概要 

 （１）業  務  名  郡山市中小企業等脱炭素経営促進事業業務委託 

 （２）業 務 内 容  別紙仕様書のとおり 

 （３）業 務 期 間  契約締結の日から令和９年２月１日（月）まで 

 （４）提案上限金額  2,365,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

第３章 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（２）郡山市競争入札に係る有資格業者指名停止等措置要綱（令和７年３月 28 日制定）に基

づく指名停止期間中の者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154 条）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基

づき、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更

正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更正手続終結又は再生

手続終結の決定を受けた者については、当該更正手続開始又は再生手続開始の申立てが

なされなかったものとみなす。 

（４）役員等が郡山市暴力団排除条例（平成 24年郡山市条例第 46条）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は第８条に規定する社会的非難関係者と認められる者でないこと。 

（５）本業務の目的を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること。 

（６）過去２年間（令和６年４月１日から令和８年３月 31 日までの期間）に、国、地方公共

団体、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154 号）第２条第１項各号に掲げる者、同法第

２条第５項に規定する者及び中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）

第３条第１項各号に掲げる団体（事業協同組合など）とその種類及び規模がほぼ同一の

契約を締結し、履行完了した実績があること。 

（７）国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

         

第４章 スケジュール         

内 容 予定期間・期限 

募集開始（期間） 令和８年５月 11日（月）～令和８年６月８日（月） 

質問受付締切 令和８年５月 22日（金） 

質問への回答 令和８年５月 27日（水） 

参加表明書の受付締切 令和８年６月１日（月） 
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提出書類の受付締切 令和８年６月８日（月） 

提出書類に対する質問 令和８年６月 17日（水） 

提出書類に対する質問への回答期限 令和８年６月 22日（月） 

選定・審査・決定 令和８年６月下旬予定 

契約締結 令和８年７月上旬予定 

 

第５章 実施要領、仕様書及び所定様式の交付 

本プロポーザルに係る実施要領、仕様書及び所定様式は、郡山市ウェブサイト内に掲示する。 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、当該ページからダウンロードすること。 

［郡山市ウェブサイト-入札・契約ポータルサイト-入札情報-その他の業務］ 

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/keiyakuportal/150772.html 

 

第６章 仕様書等の内容に関する質疑応答  

（１）提出方法 

質問書（様式第１号）により、次の送信先まで電子メールで提出すること。 

なお、必ず電話で送信確認をすること。 

送信先：sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp 

メールの件名：「【事業者等名】郡山市中小企業等脱炭素経営促進事業業務に関する質問」  

（２）受付期限 

令和８年５月 11日（月）から令和８年５月 22日（金）午後５時まで 

※提出期限経過後の質問及び指定した方法以外の質問は一切受け付けない。 

（３）回答期限及び回答方法 

令和８年５月 27日（水）までに、郡山市ウェブサイト上に掲載。 

 

第７章 参加表明書の提出 

提案内容等については、簡潔、明瞭かつ具体的にまとめて記入の上、以下の各項のとおり提

出すること。 

（１）提出書類及び提出部数  

№ 名 称 様 式 提出部数 

１ 参加表明書 様式第２号 

１部 

２ 法人概要 任意様式 

３ 履歴事項全部証明書 

（３か月以内のもの） 

 

４ 過去２年の間に、国又は地方公共団体と結んだ契約書の

写し（１種類） 

 

５ 納税証明書又はその写し （※下記参照）  

※納税証明書について   

１ 証明を必要とする税目は、下表の税目欄に掲げるすべての税目のうち、納税義務を有
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する税目とする。 

２ 提出書類及び証明年度は、下表の各欄に記載のとおりとする。 

３ 証明日は、本公告以降に発行されたものとする。  

 

税目 提出書類 証明年度 
納税証明書 

発行機関 

１ 法人市区町村民税 
納税証明書 

（各市区町村様式） 
直近２年度分 市区町村 ２ 固定資産税 

３ 軽自動車税 

４ 法人税 納税証明書 

（税務署様式その３の３） 
（年度区分無し） 税務署 

５ 消費税及び地方消費税 

（２）提出期限       

令和８年６月１日（月）午後５時まで     

（３）提出先       

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目 23番７号    

郡山市農商工部産業雇用政策課（郡山市役所本庁舎１階）    

（４）提出方法       

提出先に郵送又は直接持参       

※郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによるものとし、提

出期限までに到着したものまでを有効とする。 

また、提出書類の電子データを送付すること。 

※持参の場合は、市の休日を除く午前９時から午後５時までの受付とする。 

 

第８章 資格審査 

  発注者は、提出された書類により参加資格を確認し、令和８年６月４日（木）までに参加表

明書の提出者に通知する。 

  なお、参加資格を有しない者は、この通知以降、本プロポーザルの対象外とする。 

 

第９章 企画提案書等の提出 

提案内容等については、簡潔、明瞭かつ具体的にまとめて記入の上、以下の各項のとおり提

出すること。 

（１）提出書類及び提出部数  

№ 名 称 様 式 提出部数 

１ 企画提案書 様式第３号及び

別紙任意様式 

正本１部 

副本５部 

２ 業務実績表 様式第４号 

３ 業務実施体制 様式第５号 

４ 業務スケジュール 任意様式 

５ 見積書及び経費内訳書 様式第６号及び
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任意様式 

６ 直近２年間の各営業年度の「事業報告書」、「決算報告書」 任意様式 

１ 企画提案書 

仕様書記載の業務内容ごとに、具体的な企画内容を記載すること。 

２ 業務実績表 

令和６年４月１日から令和８年３月 31 日までの期間に、類似する業務を行った主

な実績について、発注者、実施年度、実施内容等を記載すること。 

３ 業務実施体制 

本業務を受託するに当たっての業務責任者、各メンバーの本業務における役割等を記

載すること。 

４ 業務スケジュール 

令和８年７月上旬に契約を締結するものと想定し、委託期間中の業務スケジュール案

を記載すること。 

５ 見積書及び経費内訳書 

経費内訳については、本業務を実施するために必要な経費（消費税等含む。）を記載

することとし、できるだけ具体的に記載すること。 

   ６ 直近２年間の各営業年度の「事業報告書」、「決算報告書」 

 

（２）提出書類の記載要領 

ア 企画提案書は、Ａ４判縦に横書きで作成し、左とじ（ターンクリップ留め）をして提

出すること。ただし、図表等については、必要に応じてＡ４判横又はＡ３判横（折り込

むようにすること。）も可とする。 

イ 企画提案書はＡ４判で 20ページ（表紙、目次を除き、図表等を含む。両面印刷で 10

枚）を上限として、簡潔かつ明瞭に記述すること。（Ａ３判は片面でＡ４判片面２ペー

ジ分の扱いとする。） 

ウ 企画提案書に用いる文字サイズは明瞭な大きさのものとし、パソコン等で作成する場

合、11ポイント以上（図中の説明は８ポイント以上）のサイズが望ましい。 

エ 専門用語や略語には注釈を付すなど、一読して理解しやすいものとすること。 

（３）提出期限 

令和８年６月８日（月）午後５時まで 

（４）提出先 

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目 23番７号 

郡山市農商工部産業雇用政策課（郡山市役所本庁舎１階） 

（５）提出方法 

提出先に直接持参又は郵送 

※郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによるものとし、提

出期限までに到着したものまでを有効とする。 

また、提出書類の電子データを送付すること。 

※持参の場合は、市の休日を除く午前９時から午後５時までの受付とする。 
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（６）留意事項 

ア 提案は１社につき、1件とする。 

イ 参加表明書等の提出書類の文字サイズは、11ポイント以上で記入すること。 

ウ 提出した書類の内容変更、差し替え又は再提出は認めない。 

エ 提出した書類は返却しない。 

 

第 10 章 契約候補者の特定 

（１）選定委員会による審査 

郡山市中小企業等脱炭素経営促進事業業務委託に係るプロポーザル選定委員会（以下

「選定委員会」という。）において、プロポーザルの参加者の企画提案書等を、下記（３）

に定める評価基準に基づいて審査し、契約候補者１名及び次順位者１名を特定する。 

（２）審査方法 

提出書類による書面審査により行う。 

ただし、総合得点が同点である者が複数いる場合は、見積価格が低い者から順に契約候

補者や次順位者とする。 

また、必要に応じて提案書類に対する質問を行うため、回答期限までに回答すること。 

（３）評価基準 

企画提案書の評価項目、判断基準及び配点は、次ページのとおりとする。 
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【評価基準】     

評価項目 評価の着眼点 配点 

 判断基準  小計 

業務実施方針

及び手法 

実施目的と

の合致性 

本事業の目的を十分に理解し、仕様に沿っ

た具体性のある提案になっているか。また、

事業目的に沿った十分な成果が見込まれる

と認められる場合に、優位に評価する。 

（理解度、積極性） 

20 点 

80 点 

実施計画 事業の実施方法、実施スケジュールが妥当

であり、効率的に実施できると認められる

場合に、優位に評価する。（的確性、現実性） 

10 点 

候補企業の

選定 

企業等を広く募集し、候補企業の選定が期

待できる場合に、優位に評価する。（実現性） 

 

20 点 

具体的な支

援の方法 

個々の支援対象企業にとって負担の少ない

実施方法をとっていると認められる場合

に、優位に評価する。（的確性、現実性） 

20 点 

実施体制及

び分担 

人員体制及び業務分担等が優れているとみ

られる場合に、優位に評価する。 

（的確性、実現性） 

10 点 

業務実績 業務実績 類似業務の実績が多く、実績の内容、成果

が本業務と合致するものを優位に評価す

る。 

10 点 10 点 

経費 見積価格 企画提案の内容に対し、見積価格が低いも

のを優位に評価する。 
10 点 10 点 

合計点  100 点 

（４）結果の公表 

審査結果については、郡山市公式ウェブサイトに、次の内容を公表するものとする。 

なお、契約候補者及び次順位者以外の参加者の名称は公表しないものとする。 

ア 事業者名 

イ 契約候補者名及び次順位者名 

ウ 各参加者の評価点 

エ 審査の経過及び審査委員 

（５）契約候補者等特定の無効  

次のアからウのいずれか一つに該当する場合、契約候補者又は次順位者に特定しない。 

ア  書面審査の合計点が６割に満たない場合 

イ 参加者又はその関係者が、選定委員会構成委員等に対して、企画提案の選考において

有利になるよう直接的又は間接的に要請したり、特別の便宜を要請したりすること等、

社会通念上、不正な働きかけとみなされうる行為があった場合 
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第 11章 失格事項        

次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。   

ア 参加者が本要領第３章に定める参加資格要件を満たしていない場合 

イ 参加表明書、企画提案書及び各提出書類等の提出方法、提出先又は提出期限に適合しない 

場合 

なお、提出期限の日までに参加表明書、企画提案書及び各提出書類等が郵送において到着 

しないことを理由に無効とした場合、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便による配達の記

録を有さない者からの異議は受け付けない。 

ウ 企画提案書の作成様式及び本要領に示された条件に適合しない場合  

エ 提出書類に虚偽の記載があった場合   

オ 参考見積書の金額が、提案上限金額を超過した場合 

 

第 12 章 契約条件 

（１）提出された提案書等について選定委員会で審査し、契約候補者として特定された者と

随意契約の手続きを行う。 

なお、契約候補者と契約締結に至らない場合は、次順位者を新たな契約候補者とし、

手続きを行う。 

（２）契約候補者の特定から契約締結までに、本要領第11章に定める失格事項当する事由が

発生した場合は、契約を締結しないことがある。 

（３）契約保証金については、郡山市契約規則（昭和40年郡山市規則第49号。以下「規則」

という。）による。 

（４）契約書の作成を要する。 

（５）委託料は、検査の完了後に支払うものとする。 

 

第 13 章 担当部局 

     〒963-8601 

郡山市朝日一丁目 23番７号 郡山市農商工部 産業雇用政策課 産業政策係 

電話番号：024-924-2251 

電子メール：sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp 

 

第 14 章 その他 

（１）留意事項 

ア 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

イ 参加表明書、企画提案書及び各提出書類等の作成、提出に係る費用は、提出者の負担

とする。 

ウ 企画提案書に虚偽の記載をし、企画提案書が無効とされた場合には、その者に対して

入札参加制限措置を行うことがある。 

エ 提出された企画提案書は、提出者の技術情報保護の観点から、原則として非開示とす

るが、提出書類に虚偽の記載があった場合等、必要に応じて開示することがある。なお、
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開示する際は、企画提案書の写しを作成し使用することができるものとする。 

オ 提出された書類は返却しない。 

カ 企画提案書に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償、契約の

解除、違約金支払又は委託業務等成績評定の減点などの措置を行う場合がある。 

キ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

ク 参加者は、審査結果に苦情を申し立てることはできないものとする。 

ケ その他必要な事項は、規則及び本プロポーザル実施要領による。 


